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１【有価証券報告書の訂正報告書】 
   平成19年３月30日に提出いたしました第88期（自 平成18年１月１日 至 平成18年12月31日）の有価証券報告書に一部訂正

すべき事項がありましたので、これを訂正するため、有価証券報告書の訂正報告書を提出するものです。 

  

 ２【訂正事項】 

   第１部 企業情報 

    第４ 提出会社の状況 

     ６ コーポレート・ガバナンスの状況 

      (2) 施策の実施状況 

  

 ３【訂正箇所】 

   訂正箇所は    を付して表示しております。 

  

   第１部 企業情報 

    第４ 提出会社の状況 

     ６ コーポレート・ガバナンスの状況 

(2)      施策の実施状況 

  

(訂正前) 

   

 当社では、社外役員（社外取締役３名及び社外監査役２名）を交えた取締役会において経営上の重要事項が付議さ

れ、また、業績の進捗状況も協議されて対策を検討しており、経営意思決定の迅速化を図るべく取締役の人数を７名と

少なくしております。また、常勤の取締役会メンバーと主要部門長で構成する業績検討会は毎月２回開催することによ

り、迅速な意志決定と対応が取れる経営体制となっております。監査役会は常勤の監査役１名と２名の非常勤監査役で

構成されておりますが、非常勤のうち１名は社外監査役として弁護士を選任し、適法性を高めております。さらに、内

部管理面については、平成18年４月に社長直轄の監査室を新設し、年間計画を設定し業務監査を実施しており、内部統

制の実効性を高めております。 

 弁護士・監査法人につきましては、顧問弁護士は弁護士事務所と顧問契約を締結しており、会計監査につきまして

は、みすず監査法人と監査契約を結び、財務書類の監査証明を受けております。 

  

(訂正後) 

  

 当社では、社外役員（社外取締役３名及び社外監査役２名）を交えた取締役会において経営上の重要事項が付議さ

れ、また、業績の進捗状況も協議されて対策を検討しており、経営意思決定の迅速化を図るべく取締役の人数を７名と

少なくしております。また、常勤の取締役会メンバーと主要部門長で構成する業績検討会は毎月２回開催することによ

り、迅速な意志決定と対応が取れる経営体制となっております。監査役会は常勤の監査役１名と２名の非常勤監査役で

構成されておりますが、非常勤のうち１名は社外監査役として弁護士を選任し、適法性を高めております。さらに、内

部管理面については、平成18年４月に社長直轄の監査室を２名体制にて新設し、年間計画を設定し業務監査を実施して

おり、内部統制の実効性を高めております。 

 弁護士・監査法人につきましては、顧問弁護士は弁護士事務所と顧問契約を締結しており、会計監査につきまして

は、みすず監査法人と監査契約を結び、財務書類の監査証明を受けております。 
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